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【紙面紹介】

社説：「一つの中国」こそ平和の基礎

　高市発言撤回を求める闘いを（１〜２）

解説：「台湾住民の自決権」の意味（３）

非正規公務員の処遇改善を　　　　（４）

各地で「令和の百姓一揆」　　　　（５）

沖縄を平和のハブに！　　　　　　（６）

戦争させない熊本大行動　　　　　（７）

休憩室　　　　　　　　　　　　　（８）

文化：日芸映画祭２０２５　　　　（９）

ジェンダー視点で今年を採点する（１０）

党生活　　　　　　　　　　　　（１１）

ひと：沼子真生さんに聞く　　　（１２）

　
高
市
首
相
は
11
月
７
日
、

衆
議
院
予
算
委
員
会
で
台
湾
問

題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
、

台
湾
有
事
が
﹁
存
立
危
機
事
態

に
あ
た
る
﹂
と
発
言
し
た
。
こ

れ
は
１
９
７
２
年
の
日
中
共
同

声
明
に
よ
る
国
交
正
常
化
以
来

の
日
中
関
係
の
基
礎
を
破
壊
す

る
許
し
が
た
い
発
言
で
あ
る
。

　
わ
が
国
の
多
く
の
政
治
家
、

マ
ス
コ
ミ
な
ど
は
中
国
に
対
す

る
矮
小
︵
わ
い
し
ょ
う
︶
な
攻

撃
と
デ
マ
宣
伝
に
明
け
暮
れ
て

い
る
。
中
国
は
、
観
光
客
の
渡

航
自
粛
要
請
な
ど
、
事
実
上
の

対
抗
措
置
を
打
ち
出
し
た
。

　
日
中
関
係
は
き
わ
め
て
深
刻

な
状
況
に
陥
っ
た
。
こ
の
責
任

は
挙
げ
て
高
市
政
権
に
あ
る
。

　
日
本
国
内
で
も
、
発
言
撤
回

を
求
め
、
あ
る
い
は
危
惧
を
表

明
す
る
世
論
と
運
動
が
広
が
り

つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
発
展
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
発
言
撤
回
と
高
市
首
相
の
辞

職
を
求
め
る
闘
い
を
発
展
さ
せ

よ
う
。
中
国
と
の
平
和
・
共
生

関
係
を
再
構
築
す
る
外
交
政
策

の
実
現
が
、
喫
緊
に
求
め
ら
れ

て
い
る
。

日
中
関
係
の
基
礎
を
破
壊

　
高
市
首
相
発
言
は
、
台
湾
有

事
に
つ
い
て
、
﹁
︵
中
国
側

が
︶
戦
艦
を
使
っ
て
武
力
行
使

も
伴
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う

考
え
て
も
存
立
危
機
事
態
に
な

り
得
る
﹂
と
明
言
し
た
。
﹁
存

立
危
機
事
態
﹂
と
は
す
な
わ

ち
、
２
０
１
５
年
に
制
定
さ
れ

た
安
保
法
制
︵
自
衛
隊
法
や
周

辺
事
態
法
な
ど
の
改
悪
︶
に
お

い
て
、
日
本
が
集
団
的
自
衛
権

を
発
動
、
要
す
る
に
軍
事
行
動

を
行
う
﹁
要
件
﹂
で
あ
る
。

　
発
言
の
問
題
点
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
。

　
ま
ず
、
わ
が
国
は
日
清
戦
争

︵
１
８
９
４
年
︶
の
結
果
と
し

て
中
国
︵
清
朝
︶
か
ら
台
湾
を

奪
い
植
民
地
支
配
し
た
。
主
に

﹁
食
料
基
地
﹂
と
し
て
収
奪

し
、
原
住
民
の
抵
抗
に
殺
戮

︵
さ
つ
り
く
︶
で
応
え
た
。
旧

日
本
帝
国
主
義
の
80
年
前
の

敗
戦
に
よ
っ
て
台
湾
を
放
棄
し

た
の
は
当
然
だ
。
こ
う
し
た
経

過
を
持
つ
わ
が
国
は
、
台
湾
問

題
に
口
を
出
す
べ
き
で
は
な
い

し
、
そ
の
資
格
も
な
い
。

　
安
保
法
制
で
は
﹁
わ
が
国
と

密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対

す
る
武
力
攻
撃
﹂
を
﹁
存
立
危

機
事
態
﹂
の
要
件
と
し
て
い

る
。
高
市
首
相
の
発
言
は
、
台

湾
を
﹁
他
国
﹂
、
つ
ま
り
独
立

し
た
国
家
と
認
め
た
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
前
提
に

台
湾
の
側
に
立
っ
て
中
国
と
戦

争
を
行
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
１
９
７
２
年
、
日
本
の
自
民

党
政
府
は
中
国
と
の
国
交
正
常

化
に
あ
た
り
、
中
華
人
民
共
和

国
が
﹁
中
国
の
唯
一
の
合
法
政

府
で
あ
る
こ
と
を
承
認
﹂
し
、

台
湾
が
中
国
の
﹁
不
可
分
の
一

部
﹂
で
あ
る
こ
と
を
﹁
十
分
理

解
し
、
尊
重
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
第
８
項
に
基
づ
く
立
場
を
堅

持
す
る
﹂
と
確
認
し
た
︵
日
中

共
同
声
明
︶
。
国
会
も
こ
れ
を

全
会
一
致
で
承
認
し
た
。
﹁
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
第
８
項
に
基
づ
く

立
場
﹂
と
は
、
﹁
中
国
へ
の
台

湾
の
返
還
を
認
め
る
と
す
る
立

場
﹂
︵
栗
山
・
元
駐
米
大
使
︶

で
あ
る
。

　
日
中
両
国
は
こ
の
﹁
一
つ
の

中
国
﹂
の
立
場
と
侵
略
戦
争
・

植
民
地
支
配
の
﹁
責
任
を
痛
感

し
、
深
く
反
省
す
る
﹂
と
い
う

確
認
に
基
づ
い
て
国
交
を
正
常

化
し
た
。

　
こ
の
立
場
は
以
降
も
継
承
・

確
認
さ
れ
て
き
た
。
78
年
に

締
結
さ
れ
た
日
中
平
和
友
好
条

約
で
も
、
先
の
共
同
声
明
の
諸

原
則
が
﹁
厳
格
に
遵
守
︵
じ
ゅ

ん
し
ゅ
︶
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を

確
認
﹂
す
る
と
し
、
こ
れ
も
国

会
で
批
准
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
平
和
と
発
展
の
た

め
の
友
好
協
力
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
構
築
に
関
す
る
日
中

共
同
宣
言
︵
98
年
︶
、
﹁
戦

略
的
互
恵
関
係
﹂
の
包
括
的
推

進
に
関
す
る
日
中
共
同
声
明

︵
２
０
０
８
年
︶
で
も
、
﹁
諸

原
則
を
引
き
続
き
遵
守
す
る
こ

と
を
確
認
﹂
と
、
こ
の
立
場
は

引
き
継
が
れ
た
。

　
日
中
間
だ
け
で
は
な
い
。

﹁
一
つ
の
中
国
﹂
は
、
米
国
で

さ
え
公
然
と
は
否
定
で
き
な

い
、
国
際
的
に
認
知
さ
れ
た
原

則
で
あ
る
。
国
連
も
71
年
、

中
華
人
民
共
和
国
を
﹁
中
国
の

唯
一
の
正
統
政
権
﹂
と
承
認
し

た
︵
ア
ル
バ
ニ
ア
決
議
︶
。
現

在
、
台
湾
を
﹁
正
統
﹂
と
す
る

国
は
12
カ
国
に
過
ぎ
ず
、
減

少
の
一
途
で
あ
る
。

　
台
湾
は
中
国
の
一
部
で
、

﹁
他
国
﹂
で
は
な
い
。
台
湾
問

題
は
完
全
に
中
国
の
内
政
問
題

で
、
日
中
両
国
は
こ
の
立
場
を

繰
り
返
し
確
認
し
、
わ
が
国
は

異
論
を
唱
え
な
か
っ
た
。
歴
代

政
府
は
も
ち
ろ
ん
、
野
党
も
同

様
で
あ
っ
た
。

　
高
市
発
言
は
﹁
従
来
の
政
府

の
立
場
﹂
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
ら

の
合
意
を
踏
み
に
じ
り
、
事
実

上
、
台
湾
を
独
立
国
と
し
て
扱

う
こ
と
を
表
明
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
中
国
の
内
政
問

題
に
﹁
武
力
で
﹂
干
渉
す
る
こ

と
を
公
言
し
た
。
国
際
的
合
意

に
反
し
、
わ
が
国
の
国
際
社
会

で
の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
る
暴
言

で
あ
る
。

　
中
国
が
﹁
内
政
干
渉
﹂
と
反

発
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
後

述
す
る
わ
が
国
の
政
治
軍
事
大

国
化
や
歴
史
修
正
主
義
、
排
外

主
義
の
台
頭
な
ど
を
不
安
視
し

て
い
た
中
国
に
と
っ
て
、
﹁
限

界
を
超
え
た
﹂
の
で
あ
る
。

　
高
市
発
言
は
、
日
中
国
交
正

常
化
の
前
提
を
破
壊
し
、
わ
が

国
を
中
国
と
の
戦
争
に
導
く
亡

国
の
道
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
︵
２
面
に
続
く
︶

新宿駅前で日中不再戦を訴える労働党中央委員会と東京都委員会（11月24日、東京）


